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　中野区では、ご家族等が亡くなられた際の、区役所内の様々なお手続きについて、ご
遺族の負担を減らすことができるよう、ご案内・受付を行う専用窓口「おくやみ窓口」を
設置しています。ご利用には、それぞれの故人の方の必要なお手続きを特定するため、事
前にご予約が必要です。
※�おくやみ窓口を利用せず、直接各担当窓口でお手続きしていただくことも可能です。

おくやみ窓口でできること

・区役所内の必要な手続きをまとめてご案内します。

・手続きの時間が短縮できます。

・�安心してご相談いただけるようプライバシーに配慮し、個室使用の「専用
ブース」を設けています。

おくやみ窓口のご案内

目次

おくやみ窓口のご案内 …………………………………………………… P. 1
来庁時にお持ちいただく主なもの ……………………………………… P. 3
死亡届を出された方へ …………………………………………………… P. 4
死亡に伴う各種手続きチェックリスト ………………………………… P. 5

戸籍・住民登録 …………………………………………………………… P. 9
保険 ………………………………………………………………………… P.14
税金 ………………………………………………………………………… P.17
年金 ………………………………………………………………………… P.20
介護保険 …………………………………………………………………… P.22
高齢福祉 …………………………………………………………………… P.24
障害福祉 …………………………………………………………………… P.26
子ども ……………………………………………………………………… P.33
その他 ……………………………………………………………………… P.36

専門相談窓口のご案内 …………………………………………………… P.39
ご遺族の方のための各種相談 …………………………………………… P.41
中野区役所・手続き窓口施設のご案内 ………………………………… P.43
区役所外での主な手続きチェックリスト ……………………………… P.45
相続に関する手続きチェックリスト …………………………………… P.47
委任状 ……………………………………………………………………… P.51

区役所での各種手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

区
役
所
外
で
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て



1 2

　　　③故人が利用されていたサービスや
　　　　必要な手続きを確認※

※一部担当課へご案内する手続きもあります

関　係　窓　口

①窓口予約（電話またはWEB）

⑤持ち物や必要書類の準備

（ ⑧案内、受付 ）

　申請書等の準備、持ち物の事前電話

⑥来庁 ⑦手続きのご案内、受付等

ご 遺 族 （利 用 者） お く や み 窓 口

             ②予約受付
　

④関係窓口からの回答確認

おおくくややみみ

～～ 窓口ご利用の流れ ～～

ご利用枠

※国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険・住民税・障害福祉などを確認します。

1 9 時～（WEB 優先枠）
2 10 時 30 分～
3 13 時 30 分～（WEB 優先枠）
4 15 時～

ご予約できる日 申込日から 5 営業日以降となります。手続きを円滑に進めるため、
ご逝去日から 2 週間経過後以降のご予約日をお勧めしています。

対　　象 中野区に住民登録があった方のご遺族

●電話予約　 電話番号： 03-3228-5604
受付時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時まで

（土・日・祝休日・年末年始を除く）
● WEB 予約（中野区ホームページ）

URL： https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
　　   kurashi/soudan/soudan/okuyamimadoguchi.html

●窓口予約 場所：中野区役所４階（中野区中野 4-11-19）
区民サービス課区民相談係（おくやみ担当）
受付時間：午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分まで

（土・日・祝休日・年末年始を除く）

おくやみ窓口のご予約方法
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来庁時にお持ちいただく主なもの

手続きによって必要なものは異なります。
おくやみ窓口をご予約した方へは、来庁日の 2 営業日前に電話またはメールでお持ちものを連
絡致します。

ご遺族の方がよく必要になるもの

□  来庁される方の本人確認書類（下記「本人確認書類について」参照）

□  預貯金通帳
相続人・喪主など各種支給助成を受ける方の銀行口座番号がわかるものが必要です。

□  葬儀の領収証の原本
�亡くなられた方が中野区の国民健康保険• 後期高齢者医療保険にご加入の場合、葬祭費の申請
ができます。

※相続人が来庁できない場合、委任状が必要になる場合があります。

亡くなられた方のよく必要になるもの

□  基礎年金番号が記載されているもの（年金手帳及び年金証書）

□  �国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書等
※亡くなられた方の各種認定証（限度額適用認定証、特定疾病療養受療証など）

□  介護保険被保険者証

□  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など

□  その他、中野区から交付されたものなど

本人確認書類について

□  １点で本人確認できる書類（顔写真付きに限る） 
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書（平成 24 年 4 月 1 日以降のもの）、
パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など

□  ２点で本人確認できる書類 
健康保険・後期高齢者医療保険の資格確認書・
介護保険被保険者証・医療受給者証、
年金手帳、社員証、学生証、年金通知書など

※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

P.20,21に該当
する方のみ
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死亡届を提出された方へ

●死亡届の提出により、戸籍と住民票に死亡されたことが記載されます
死亡届が出されたことは、本籍地と住民登録地の役所へ通知されます。

●亡くなられた事項が反映された戸籍全部（個人）事項証明書の交付について

■本籍が中野区の方
届出をしてから発行までおおむね１週間から２週間程度かかります。

詳細は戸籍係（☎ 03-3228-5503）へお問い合わせください。

■本籍が中野区以外の方
中野区へ届けを出された場合、本籍地へ通知されるまでおおむね 1 週間程度かかります。
その後の交付までの期間については、本籍地の区市町村へお問い合わせください。

身近な人が亡くなられた後の手続きなどの一般的な流れ（目安）

○葬儀・法要の連絡・調整
○通夜・葬儀・告別式
○初七日
○四十九日
○納骨

○死亡届など
○健康保険・世帯主変更
○年金関係の手続き
○公共料金などの手続き
　（45 ページ参照）
○遺言書の調査・遺言書の検認
○相続人の調査・確定
○相続財産の調査
○相続放棄・限定承認

○住民税の確認・届出
　（17 ページ参照）

○所得税の準確定申告
　（47 ページ参照）

○遺産分割協議
　（47 ページ参照）
○払戻・解約・名義変更など

○相続税の申告・納付
　（47 ページ参照）
○相続税の延納・物納の申請

○一周忌 ○遺留分侵害額請求

中野区で必要な手続きについては９ページから、窓口・問合せ先と併せて掲載しています。
そちらもご確認ください。大切な方を喪い大変な時期かとは思いますが、ゆっくりでも、必要な手続き
を済ませられる一助となれば幸いです。

葬儀・法要 届出・手続き 税金

３
ヶ
月
以
内

４
ヶ
月
以
内

１
年
以
内

　

ヶ
月
以
内

10

（47 ページ参照）
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト （該当事項をご確認いただき、参照ページをご覧ください）

区分 お亡くなりになった方の状況 確認
✓ 必要な手続きの内容 ページ

記号

戸
籍
・
住
民
登
録

住民票の世帯主だった □ 世帯主変更届の提出 9
A

マイナンバーカード・通知カードを持って
いた □ マイナンバーカード・通知カード

の破棄
9
B

印鑑登録をしていた □ 印鑑登録証（カード）の返却
または破棄 

10
C

住民票のある外国人 □ 特別永住者証明書、在留カードの
返納

10
D

亡くなられた方の戸籍に関する証明が
必要になった □ 戸籍に関する証明書の発行 11

E

亡くなられた方の住民票の除票が
必要になった □ 住民票の除票の発行 13

F

死亡届の写しが必要になった □ 死亡届の「届書等情報内容証明書」
の発行

13
G

保
険

国民健康保険に加入していた
（75歳未満）

□ 資格確認書の返却 14
A①

□ 葬祭費の申請 14
A②

□ 高額療養費の相続人申請 15
A③

世帯員が国民健康保険に加入している □
加入している家族の
資格確認書の書替

15
B

後期高齢者医療保険に加入していた

□ 資格確認書等の返却 16
C①

□ 葬祭費の申請 16
C②
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト （該当事項をご確認いただき、参照ページをご覧ください）

区分 お亡くなりになった方の状況 確認
✓ 必要な手続きの内容 ページ

記号

税
金

住民税（特別区民税・都民税）の納付が
済んでいない □ 納付に係る手続き 17

A

給与・年金から住民税が引かれていた、
または個人で住民税を納付していた □ 相続人代表者指定届の提出など 18

B

原動機付自転車（125cc以下）・
小型特殊自動車を所有していた □ 相続人への名義変更または廃車の

手続き（ナンバープレートの返納）
19
C

年
金

老齢基礎年金、各種厚生年金、
各種共済年金を受給していた □

未支給年金の請求手続きなど

20
A

障害基礎年金、遺族基礎年金、
寡婦年金のみを受給していた □ 20

B

年金を受給せずに亡くなられた □ 死亡一時金・遺族基礎年金、
寡婦年金の請求手続きなど

21
C

介
護
保
険

介護保険被保険者証などの交付を
受けていた □ 介護保険被保険者証などの返却

または破棄
22
A

65歳以上の方 □ 相続人による送付先変更申請書
の提出

22
B

介護（介護予防）サービスを利用していた
高額介護サービス費が発生していた □ 高額介護サービス費等支給申請書

の提出
23
C

高
齢
福
祉

緊急通報システムを利用していた □ 廃止の連絡
（機器の撤去）

24
A

おむつサービスを利用していた □ 廃止の連絡 24
B

認知症高齢者等個人賠償責任保険に
加入していた □ 廃止の連絡 25

C

徘
はいかい

徊高齢者探索サービスを利用していた □ 廃止の連絡
（機器の返却）

25
D

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

区
役
所
外
で
の
主
な
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き



7

死亡に伴う各種手続きチェックリスト （該当事項をご確認いただき、参照ページをご覧ください）

区分 お亡くなりになった方の状況 確認
✓ 必要な手続きの内容 ページ

記号

障
害
福
祉

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
愛の手帳（療育手帳）を交付されていた □ 手帳の返還 26

A

障害児福祉手当を受給していた □
障害児福祉手当受給者異動届の提出

（未払い分がある場合は未支払障害
児福祉手当請求書の提出）

26
B

特別障害者手当を受給していた □
特別障害者手当受給者異動届の提出

（未払い分がある場合は未支払特別
障害者手当請求書の提出）

27
C

障害者・難病患者福祉手当を
受給していた □

福祉手当受給資格消滅届の提出
（未払い分がある場合は福祉手当

未支払分請求書及び口座振替依
頼書の提出）

27
D

自立支援医療受給者証を利用して
通院していた □ 自立支援医療受給者証（更生医

療・精神通院・育成医療）の返還
28
E

心身障害者扶養共済制度の年金を
利用していた（扶養年金） □

【掛金を支払っていた方が亡くなら
れた場合】
死亡・重度障害届出書、年金支給
請求書の提出

29
F

心身障害者医療助成を受けていた □ 心身障害者医療助成受給者証の
返却

29
G

福祉タクシー券を利用していた □ 未使用分の福祉タクシー券の返却 30
H

福祉ガソリン券を利用していた □ 未使用分の福祉ガソリン券の返却 30
I

障害福祉サービスを利用していた □ 障害福祉サービス受給者証の返却 31
J

地域生活支援サービスを利用していた □ 地域生活支援サービス受給者証の
支給決定保護者の変更または返却

31
K

特別児童扶養手当を受給していた □ ・未払い手当の受給手続き
・受給者の変更手続き

32
L
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト （該当事項をご確認いただき、参照ページをご覧ください）

区分 お亡くなりになった方の状況 確認
✓ 必要な手続きの内容 ページ

記号

子
ど
も

児童手当を受給していた □
・未払い手当の受給手続き
・受給者の変更手続き

33
A

ひとり親等手当（児童扶養手当・児童
育成手当）を受給していた □ 33

B

子ども医療証（ 乳・子・青 ）の交付を
受けていた □

医療証、医療券、医療受給者証
の返却または破棄、資格消滅の
手続き

34
C

ひとり親家庭等医療証（ 親 ）の交付を
受けていた □ 34

D

養育医療券、自立支援医療（育成医療）
受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者
証を交付されていた

□ 35
E

そ
の
他

中野区パートナーシップ宣誓をしていた □ パートナーシップ宣誓書受領証等
の返還

36
A

シルバーパスを持っていた □ シルバーパスの返却
（払い戻しの手続き）

36
B

一時的に発生した多量のごみ・資源を
処分したい □ 一時的に発生した多量の

ごみ・資源の処分
37
C

犬を飼っている方 □ 所有者変更の手続き 37
D

実家が空き家になった □ 空き家の
ワンストップ相談窓口への相談

38
E

家財整理をしたい □ 家財整理相談窓口への相談 38
F

ウェブやスマホで、簡単な質問に答えるだけで区役所内で必要な手続き
が確認できる「おくやみ手続きナビ」も活用ください。
https://www.okuyaminavi.net/municipalities/13114

●● 区民葬儀制度のご案内 ●●
葬祭費用の負担軽減を図ることができます。死亡届を出す際に、「区民葬儀」の利用をお申し出ください。
区民葬儀券は、「区民葬儀取扱店」で利用できます。
区民葬儀利用者のうち、 特別区が指定する民間火葬場において、
最も低廉な火葬料金を支払った方を対象とした 23 区共通の助成制度が
あります。（※詳細は、中野区 HP をご覧ください。）

【問い合わせ】 福祉推進課 庶務係 03-3228-8829
【手続き場所】区役所２階５番窓口 戸籍住民課戸籍係、地域事務所

中野区ホームページ
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戸籍・住民登録に関する手続き

手続き マイナンバーカード・通知カードの破棄
詳　細 期　限

返却の必要はありません。

今後の各種手続きにおいてマイナンバーが必要になる場合があります
ので、手続き終了後にカードを破棄してください。

なし

手続き可能な人

ー

必要なもの 問合せ先

なし 戸籍住民課
コールセンター
☎ 03-3228-5506

手続き場所

手続き 世帯主変更届の提出
詳　細 期　限

３人以上の世帯で、世帯主が亡くなられた場合変更の手続きが必要
です。

※該当者には、区から「世帯主変更のお願い」のお知らせが届きます。

死亡日から 14日以内
（ただし、14日を過ぎた場
合でも届出は可能です）

手続き可能な人

亡くなられた方と同一世帯
の方（別世帯の方による
手続きには委任状が必要）

必要なもの

□ 手続きを行う方の本人確認書類
　 �（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書
など）

※外国人世帯の方は、残った世帯員の関係性が確認できる出生
証明書などの資料が必要になる場合があります。詳細は事前
にお問い合わせください。

問合せ先

戸籍住民課  住民記録係
☎ 03-3228-5500

手続き場所

区役所２階 ４番窓口 戸籍住民課  住民記録係、地域事務所

マイナンバーカード・通知カードを持っていたB
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戸籍・住民登録に関する手続き

手続き 印鑑登録証（カード）の返却または破棄 
詳　細 期　限

亡くなられた方の印鑑登録は死亡日をもって失効します。

同時に、印鑑登録証（カード）は無効となりますので、返却または
破棄してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方の印鑑登録証（カード） 戸籍住民課  住民記録係
☎ 03-3228-5500

手続き場所

区役所２階 ４番窓口 戸籍住民課 住民記録係、地域事務所

印鑑登録をしていたC

手続き 特別永住者証明書、在留カードの返納
詳　細 期　限

外国籍の方が亡くなられた時は、住所地を管轄する地方出入国在留
管理局へ郵送または直接返却してください。

死亡日から 14日以内

手続き可能な人

親族、同居者

必要なもの 問合せ先

出入国在留管理庁にお問い合わせください。 出入国在留管理庁
外国人在留総合インフォ
メーションセンター
☎ 0570-013904

手続き場所

住民票のある外国人D 区役所外手続き
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戸籍・住民登録に関する手続き

亡くなられた方の戸籍に関する証明が必要になったE
手続き 戸籍に関する証明書の発行
詳　細 期　限

亡くなられた方の戸籍を交付しています。

戸籍には戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、戸籍個人事項証明書（戸
籍抄本）、除籍、改製原戸籍などがあります。

■本籍が中野区の方

　�届出をしてから発行までおおむね１週間から２週間程度かかります。

■本籍が中野区以外の方

中野区から本籍地へ通知するまでおおむね１週間程度かかります。
その後の交付までの期間については、本籍地の区市町村へお問い
合わせください。

※配偶者や直系の親族の方は、本籍が中野区以外の戸籍も申請でき
ます（戸籍の広域交付）。申請は、原則予約制となっています。詳
細は、次ページをご覧ください。なお、本籍が中野区の戸籍は予
約なしで申請できます。

必要に応じて

手続き可能な人

戸籍に記載されている方、
直系の親族（父母・祖父母・
子・孫）、相続人

必要なもの

□ 申請される方の本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）

※関係性が確認できる戸籍などの資料や、委任状が必要になる
場合があります。詳細は事前にお問い合わせください。

問合せ先

戸籍住民課 コールセン
ター
☎ 03-3228-5506

手続き場所

区役所 2階 １番窓口 戸籍住民課　地域事務所

※地域事務所で除籍、改製原戸籍の交付はできません。
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従来、中野区に本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村

の戸籍証明書の請求も可能となります。

           

・戸籍抄本(個人事項証明書)一部事項証明書、戸籍の附票、戸籍諸証明

（身分証明書、独身証明書等）は広域交付の対象外です。

・請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属（父母、祖父母など）、直系卑属    

（子、孫など)に限られます。

・父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

・請求できる方が、市区町村の窓口にお越しになって請求する必要が

あります。

・郵送や代理人、委任状による請求はできません。

・窓口にお越しになった方は有効期限内の顔写真付き身分証明書を提示する必要

があります。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)

※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。

           

戸籍の広域交付をご利用の方へ

・平日 ８:３０～１６:３０受付時間

受付窓口 ・中野区役所本庁舎２階１番窓口

・地域事務所     ※戸籍謄本(全部事項証明書)のみ

取得方法等、詳しくは中野区ホームページをご覧ください。

手数料
・戸籍謄本(全部事項証明書)           1 通 ４５０円

・除籍・改製原戸籍謄本(除籍全部事項証明書) 1 通 ７５０円

本籍地が遠くでも、お住まいや勤務先の

最寄りの市区町村の窓口で請求できる！

１か所の窓口で、ほしい戸籍がまとめて請

求できる！

どこでも まとめてどこでもどこでも

受付方法

注意事項

法

配
偶
者(

子)

孫

父
母

兄
弟
姉
妹

本
人

配
偶
者

父
母

兄
弟
姉
妹

子

祖
父
母

祖
父
母

兄
弟
姉
妹

祖
父
母

父
母

兄
弟
姉
妹

偶
者(

子

・戸籍謄本(全部事項証明書)は、予約なしで請求が可能です。

・予約された方でも、当日お渡しまでお待ちいただきます。ご了承ください。

お問合せ先 中野区役所 戸籍住民課 コールセンター  TEL ０３（３２２８）５５０6

法務省：戸籍証明等の広域交付制度

イメージキャラクター

「コセキツネ」

「過去にさかのぼる戸籍(複数の戸籍)」の申請は、 予約制 です。

予約されていない方は５営業日以降のお渡しになります。

下記注意事項をご一読のうえ、二次元コードより予約番号を取得してください。

下記注意事項をご一読のうえ、QRコードより予約番号を取得してください。

～予約はこちら～

中野区ホームページ
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手続き 住民票の除票の発行
詳　細 期　限

亡くなられた方の住民票の除票を交付しています。 必要に応じて

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問合せ先

□ 申請される方の本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）

※関係性が確認できる戸籍などの資料や、委任状が必要になる
場合があります。詳細は事前にお問い合わせください。

戸籍住民課 コールセン
ター
☎ 03-3228-5506

手続き場所

区役所２階 １番窓口 戸籍住民課、地域事務所

手続き 死亡届の「届書等情報内容証明書」の発行
詳　細 期　限

区で受理した死亡届は、原則非公開です。

ただし、法律などで定められた請求事由の場合、「届書等情報内容
証明書」として死亡届の受理地または亡くなられた方の本籍地で発
行することができます。申請時には、申請書に請求事由と提出先を
明記していただきます。

※証明内容は、「届書記載事項証明書」と同じです。

死亡届書等情報の保管期
限内

手続き可能な人

利害関係人

必要なもの 問合せ先

□ 請求する方の本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証など）

※請求事由によって提出書類が異なりますので、申請する前に
必ずお問い合わせください。

戸籍住民課 戸籍係
☎ 03-3228-5503

手続き場所

区役所 2階 ５番窓口 戸籍住民課 戸籍係

亡くなられた方の住民票の除票が必要になったF

死亡届の写しが必要になったG

戸籍・住民登録に関する手続き
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手続き② 葬祭費の申請
詳　細 期　限

被保険者が亡くなられた場合は、葬儀を行った方に葬祭費（7 万円）
を支給します。

※他の健康保険などから葬祭費に相当する給付金を受ける場合は除く。

葬儀を行った日の
翌日から２年間

手続き可能な人

葬儀を行った方

必要なもの 問合せ先

□ 葬儀を行った方の口座情報のわかるもの（通帳など）

□ 葬儀の領収書の原本

□ 葬儀を行った方の本人確認書類（マイナンバーカード、運
転免許証、パスポートなど）

保険医療課 国保給付係
☎ 03-3228-5508

手続き場所

区役所２階 ７番窓口 保険医療課 国保給付係

手続き① 資格確認書の返却
詳　細 期　限

中野区の被保険者が亡くなられた場合は、不正使用などを防ぐため
に資格確認書を返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可（返却のみ。
保険料の精算などは不可）

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方の国民健康保険資格確認書 保険医療課 資格賦課係
☎ 03-3228-5511

手続き場所

区役所２階 ６番窓口 保険医療課 資格賦課係、地域事務所

国民健康保険に加入していた（75歳未満）A

MEMO  

保険に関する手続き
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保険に関する手続き

手続き 加入している家族の資格確認書の書替
詳　細 期　限

亡くなられた方が世帯主だった場合は、加入している家族の資格確
認書の書替が必要です。

資格情報のお知らせをお持ちの方は、 そのままご利用いただけます。

約２週間以内

手続き可能な人

住民票上同一世帯の方
（別世帯の方による手続き
には委任状が必要）

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方と同一世帯で国民健康保険に加入している
方全員の国民健康保険資格確認書

保険医療課 資格賦課係
☎ 03-3228-5511

手続き場所

区役所２階 ６番窓口 保険医療課 資格賦課係、地域事務所

手続き③ 高額療養費の相続人申請
詳　細 期　限

国民健康保険の世帯主が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、
支給ができなくなった場合に相続人代表者の方が申請できます。

高額療養費の通知が
届いてから２年間

手続き可能な人

相続人代表者

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類
　法定相続人の場合：戸籍謄本の写しなど
　指定相続人の場合：遺言公正証書の写しなど

□ 相続人代表者の本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）

□ 相続人代表者の口座番号のわかるもの（通帳など）

保険医療課 国保給付係
☎ 03-3228-5508

手続き場所

区役所２階 7 番窓口 保険医療課 国保給付係

世帯員が国民健康保険に加入しているB
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保険に関する手続き

手続き① 資格確認書等の返却
詳　細 期　限

中野区の被保険者が亡くなられた場合は、不正使用などを防ぐために
資格確認書等を返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書等 保険医療課
後期高齢者医療係
☎ 03-3228-8944

手続き場所

区役所３階 ４番窓口 保険医療課 高齢者総合窓口

手続き② 葬祭費の申請
詳　細 期　限

中野区の被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った方に葬祭費（5
万円）を支給します。

葬儀を行った日の
翌日から２年間

手続き可能な人

葬儀を行った方

必要なもの 問合せ先

□ 葬儀を行った方の口座情報のわかるもの（通帳など）

□ 葬儀の領収書の原本

保険医療課
後期高齢者医療係
☎ 03-3228-8944

手続き場所

区役所３階 ４番窓口 保険医療課 高齢者総合窓口

後期高齢者医療保険に加入していたC
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手続き 納付に係る手続き
詳　細 期　限

亡くなられた方の住民税に未納がある場合は、相続人の方が納付
する必要があります。

※亡くなられた方のご名義の納付書があれば、その納付書で支払え
ます。納付書が無いときや相続人名義の納付書が必要な場合など
は納税係にご連絡ください。

※相続放棄・限定承認をした（またはする予定の）ときは、納税係に
ご連絡ください。亡くなられた方とご連絡くださった方のご関係
などについて確認をさせていただいた上で、内容に応じた書類の
提出をお願いすることがあります。

納期限を過ぎたものは
速やかに

これから納期限が到来する
ものは、それぞれの納期限
まで

手続き可能な人

相続人

（相続放棄をした方は、放棄
したことをご連絡ください）

必要なもの 問合せ先

【手元の納付書で支払う場合】

□ 特に必要な書類はありません

【納付書の発行が必要な場合】

□ 本人確認書類

□ 亡くなられた方の相続人であることがわかる書類

税務課 納税係
☎ 03-3228-8924

手続き場所

区役所２階 11 番窓口 税務課 納税係　

住民税（特別区民税・都民税）の納付が済んでないA

MEMO  

税金に関する手続き
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税金に関する手続き

手続き 相続人代表者指定届の提出など
詳　細 期　限

亡くなられた方の住民税に関する通知（納税通知・還付通知など）を
お送りするため、書類を受け取る相続人代表者の届出をする手続き
です。

相続税の申告をする方は、今後課税される住民税の金額や未納額の
確認が必要な場合もあるのでご相談ください。

また、亡くなられた方に住民税の未納がある場合は、17 ページ「納付
に係る手続き」もご覧ください。

※住民税が非課税になる所得で、還付や未納のない方は、手続き
不要です。

※相続人が相続放棄をした場合は、別の手続きが必要となることが
あるのでご連絡ください。

相当な期間
（おおむね３ヶ月）

手続き可能な人

相続人代表者となる方

必要なもの 問合せ先

□ 相続人代表者となる方の本人確認書類 税務課 課税係
☎ 03-3228-8913
☎ 03-3228-8917

手続き場所

区役所２階 11 番窓口 税務課  課税係　

給与・年金から住民税（特別区民税・都民税）が引かれていた、
または個人で住民税を納付していた

B
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原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車を所有していたC
手続き 相続人への名義変更または廃車の手続き（ナンバープレートの返納）
詳　細 期　限

亡くなられた方の名義の車両を相続人が使用または廃車する場合に必
要な手続きです。

※相続人以外の方への名義変更については、お問い合わせください。

※125cc超の二輪車は自動車検査登録事務所で手続きをしてください。

※軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをしてください。

相続した日から
15 日以内（過ぎても受け
付けます）

手続き可能な人

相続人
（相続放棄をした方は、放
棄したことをご連絡く
ださい）

必要なもの

□ ナンバープレート
□ 標識交付証明書
□ 手続きを行う方の本人確認書類
□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類（戸籍謄本など） 問合せ先

税務課 諸税担当
☎ 03-3228-8908

手続き場所

区役所２階 11 番窓口 税務課  諸税担当

税金に関する手続き
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手続き 未支給年金の請求手続きなど
詳　細 期　限

ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なり
ます。

亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備の
上、各機関へお問い合わせください。

①老齢基礎年金や各種厚生年金を受給していた方
※年金事務所にお問い合わせください。

②各種共済年金を受給していた方
※加入していた共済組合にお問い合わせください。

死亡日から５年

手続き可能な人

年金を受けていた方が亡くなられた
当時、その方と生計を同じくしてい
た、（1）配偶者（2）子（3）父母（4）
孫（5）祖父母（6）兄弟姉妹（7）そ
の他三親等以内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこの
とおりです。

必要なもの 問合せ先

手続き内容により必要な持ち物が異なりますので、
詳しくは各問合せ先にご確認ください。

①中野年金事務所
　☎ 03-3380-6111　音声案内 1 → 2
　予約受付専用電話
　☎ 0570-05-4890（ナビダイヤル）

②各共済組合

手続き場所

①お近くの年金事務所（予約が必要です）
②各共済組合

手続き 未支給年金の請求手続きなど
詳　細 期　限

ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なり
ます。亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを
準備の上、国民年金係にお問い合わせください。

死亡日から５年

手続き可能な人

年金を受けていた方が亡くなられた
当時、その方と生計を同じくしてい
た、（1）配偶者（2）子（3）父母（4）
孫（5）祖父母（6）兄弟姉妹（7）そ
の他三親等以内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこの
とおりです。

必要なもの

手続き内容により必要な持ち物が異なりますので、
詳しくは国民年金係にご確認ください。

手続き場所 問合せ先

区役所２階 10 番窓口 保険医療課 国民年金係 保険医療課 国民年金係
☎ 03-3228-5514

老齢基礎年金、各種厚生年金、各種共済年金を受給していたA

障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受給していたB

年金に関する手続き

区役所外手続き チ
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手続き 死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金の請求手続きなど
詳　細 期　限

亡くなられた方の納付状況や、ご遺族の状況によって必要な手続き
や提出書類が異なります。亡くなられた方の基礎年金番号がわかる
ものを準備の上、各機関へお問い合わせください。

①加入歴が国民年金第１号期間のみの方
※国民年金係にお問い合わせください。

②厚生年金に加入したことがある方、第 3 号期間がある方
※年金事務所にお問い合わせください。

③共済組合に加入したことがある方
※加入していた共済組合にお問い合わせください。

死亡一時金
→死亡日から２年
遺族基礎年金、寡婦年金　　　
→死亡日から５年

手続き可能な人

請求できる年金によって、
手続き可能な方や、その
順位が異なります。詳細
は各機関へお問い合わせ
ください。

必要なもの 問合せ先

手続き内容により必要な持ち物が異なりますので、詳しくは
各問合せ先にご確認ください。

①保険医療課 国民年金係
　☎ 03-3228-5514
②中野年金事務所
　☎ 03-3380-6111
　音声案内 1 → 2
　予約受付専用電話
　☎ 0570-05-4890
　（ナビダイヤル）

③各共済組合

手続き場所

①区役所２階 10番窓口 保険医療課 国民年金係  ②お近くの年金事務所（予約が必要です）

③各共済組合

年金を受給せずに亡くなられたC

MEMO  

年金に関する手続き
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介護保険に関する手続き

手続き 介護保険被保険者証などの返却または破棄
詳　細 期　限

介護保険被保険者証を返却または破棄してください。介護保険負担
割合証及び介護保険負担限度額認定証を交付されていた方について
も返却または破棄してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

亡くなられた方の

□ 介護保険被保険者証

□ 介護保険負担割合証（お持ちの方のみ）

□ 介護保険負担限度額認定証（お持ちの方のみ）

介護保険課
介護資格保険料係
☎ 03-3228-6537

手続き場所

区役所３階 ４番窓口 介護保険課 高齢者総合窓口、地域事務所

手続き 相続人による送付先変更申請書の提出
詳　細 期　限

区から亡くなられた方の生前の住所に保険料の未納または還付・給付
に関する通知を送付する際に、独り暮らしだった方や施設に入居して
いた方など、郵便物が返戻になる恐れのある場合に必要な手続きです。

生前に送付先変更申請書を提出済みで、亡くなられた後も送付先に
変更がない場合は、改めて手続きをする必要はありません。

なし

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問合せ先

□ 相続人及び亡くなられた方の本人確認書類
　（運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書、介護保険被保
険者証など）

介護保険課
介護資格保険料係
☎ 03-3228-6537

手続き場所

区役所３階 ４番窓口 介護保険課 高齢者総合窓口

※郵送手続き可（電話でご連絡いただければ送付先変更申請書を郵送します。）

介護保険被保険者証などの交付を受けていたA

65歳以上の方B
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介護保険に関する手続き

手続き 高額介護サービス費等支給申請書の提出
詳　細 期　限

支給対象の方には区から申請書を郵送します。

すでに高額介護サービス費を受給していて、振込先が亡くなられた
方の口座の場合は、振込先の変更手続きが必要です。

※後日給付がわかる場合もあるので、相続人が亡くなられた方と別の
住所の場合は、22 ページの送付先変更の手続きを済ませておくと
ご案内を送ることができます。

介護サービスを受けた月
から２年

手続き可能な人

相続人代表者

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類
　 法定相続人の場合：戸籍謄本の写しなど
　 指定相続人の場合：遺言公正証書の写しなど

□ 相続人代表者の本人確認書類
　（運転免許証、パスポート、健康保険の資格確認書、介護保
険被保険者証）

□ 相続人代表者の口座番号のわかるもの（通帳など）

介護保険課
介護給付係
☎ 03-3228-6531

手続き場所

区役所３階 ４番窓口 介護保険課 高齢者総合窓口

介護（介護予防）サービスを利用していた
高額介護サービス費が発生していた

C
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高齢福祉に関する手続き

手続き 廃止の連絡（機器の撤去）
詳　細 期　限

死亡届が提出された後、事業者から連絡が入り、日程調整のうえ設
置した機器を撤去します。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

なし 地域包括ケア推進課
在宅サービス係
☎ 03-3228-5632

手続き場所

区役所３階�３番窓口�地域包括ケア推進課�在宅サービス係、地域包括支援センター

手続き 廃止の連絡
詳　細 期　限

死亡届が提出された後、現物給付は配送停止の手配を行い、費用助
成受給中の方のご遺族に対して、遺族請求用の用紙を送付します。
通知書が届きますのでお待ちください。

なし（できるだけ速やかに）

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

なし 地域包括ケア推進課
在宅サービス係
☎ 03-3228-5632

手続き場所

区役所３階�３番窓口�地域包括ケア推進課�在宅サービス係、地域包括支援センター

緊急通報システムを利用していたA

おむつサービスを利用していたB

◀�地域包括支援センター�
区内に 8 か所あります。
担当区域については、区ホームページでご確認ください。
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高齢福祉に関する手続き

手続き 廃止の連絡
詳　細 期　限

死亡届が提出された後、認知症高齢者等個人賠償責任保険を廃止し
ます。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

なし 地域包括ケア推進課
在宅サービス係
☎ 03-3228-5632

手続き場所

区役所３階 ３番窓口 地域包括ケア推進課 在宅サービス係、地域包括支援センター

手続き 廃止の連絡（機器の返却）
詳　細 期　限

死亡届が提出された後、後日事業者から機器の返却について連絡が
入ります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

なし 地域包括ケア推進課
在宅サービス係
☎ 03-3228-5632

手続き場所

区役所３階３番窓口 地域包括ケア推進課 在宅サービス係、地域包括支援センター

認知症高齢者等個人賠償責任保険に加入していたC

徘
はい か い

徊高齢者探索サービスを利用していたD
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障害福祉に関する手続き

手続き 手帳の返還
詳　細 期　限

亡くなられた方が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または
愛の手帳（療育手帳）をお持ちだった場合、その資格は死亡日をもって
喪失します。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
または愛の手帳（療育手帳）

障害福祉課 障害者相談係
☎ 03-3228-8956

手続き場所

区役所３階 ５番窓口  障害福祉課 障害者相談係、すこやか障害者相談支援事業所

手続き
障害児福祉手当受給者異動届の提出 
（未払い分がある場合は未支払障害児福祉手当請求書の提出）

詳　細 期　限

受給資格は死亡月をもって喪失します。未払い分の手当があれば
請求の手続きが必要です。

死亡日から 14日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問合せ先

□ 未払い分がある場合は、同居の親族の振込口座のわかるもの 障害福祉課 在宅福祉係
☎ 03-3228-8953

手続き場所

区役所３階 ５番窓口 障害福祉課 在宅福祉係、すこやか障害者相談支援事業所

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳（療育手帳）
を交付されていた

A

障害児福祉手当を受給していたB

◀ すこやか障害者相談支援事業所 
区内に 4 か所あります。
所在地、電話番号などは、区ホームページでご確認ください。

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

区
役
所
外
で
の
主
な
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き



27

障害福祉に関する手続き

手続き
特別障害者手当受給者異動届の提出 
（未払い分がある場合は未支払特別障害者手当請求書の提出）

詳　細 期　限

受給資格は死亡月をもって喪失します。未払い分の手当があれば
請求の手続きが必要です。

死亡日から 14日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問合せ先

□ 未払い分がある場合は、同居の親族の振込口座のわかるもの 障害福祉課 在宅福祉係
☎ 03-3228-8953

手続き場所

区役所３階 ５番窓口 障害福祉課 在宅福祉係、すこやか障害者相談支援事業所

手続き
福祉手当受給資格消滅届の提出
（未払い分がある場合は福祉手当未支払分請求書及び口座振替依頼書の提出）

詳　細 期　限

受給資格は死亡月をもって喪失します。 速やかに

手続き可能な人

親族

必要なもの 問合せ先

□ 未払い分がある場合は、同居の親族の振込口座のわかるもの 障害福祉課 在宅福祉係
☎ 03-3228-8953

手続き場所

区役所３階 ５番窓口 障害福祉課 在宅福祉係

特別障害者手当を受給していたC

障害者・難病患者福祉手当を受給していたD
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障害福祉に関する手続き

手続き 自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・育成医療）の返還
詳　細 期　限

亡くなられた方が自立支援医療受給者証をお持ちだった場合、
死亡日をもって使用不可となります。

自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・育成医療）を
返却してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方の自立支援医療受給者証
　（更生医療・精神通院・育成医療）

【更生医療・精神通院について】
障害福祉課 障害者相談係
☎ 03-3228-8956

【育成医療について】
子育て支援課 子ども総合窓口
☎ 03-3228-3253

手続き場所

【更生医療・精神通院について】

区役所３階 ５番窓口 障害福祉課 障害者相談係、すこやか障害者相談支援事業所

【育成医療について】

区役所３階 子育て支援課  子ども総合窓口、すこやか福祉センター

自立支援医療受給者証を利用して通院していたE
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障害福祉に関する手続き

手続き
【掛金を支払っていた方が亡くなられた場合】 
死亡・重度障害届出書、年金支給請求書の提出

詳　細 期　限

掛金を支払っていた方が亡くなられた場合、年金支給の請求の
手続きが必要です。

掛金を支払っていた方が
亡くなられた日から３年以内

必要なもの 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の死亡診断書またはこれに代わる書類

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 年金を受給する方の住民票

□ 年金を受給する方の振込口座のわかるもの

□ 加入証

年金を受給する方または
扶養年金管理者

問合せ先

障害福祉課 在宅福祉係
☎ 03-3228-8953

手続き場所

区役所３階 ５番窓口 障害福祉課 在宅福祉係

手続き 心身障害者医療助成受給者証の返却
詳　細 期　限

亡くなられた方が心身障害者医療助成を受給していた場合、
死亡日をもって受給資格が喪失となります。未請求分の医療
費領収書があれば請求の手続きが必要となりますのでお問い
合わせください。

なし

手続き可能な人

親族

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方の心身障害者医療助成受給者証

□ 未請求分の医療費領収書

□ 未請求分がある場合は相続人の振込口座のわかるもの

障害福祉課 在宅福祉係
☎ 03-3228-8953

手続き場所

区役所３階 ５番窓口 障害福祉課 在宅福祉係

心身障害者扶養共済制度の年金を利用していた（扶養年金）F

心身障害者医療助成を受けていたG
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障害福祉に関する手続き

手続き 未使用分の福祉タクシー券の返却
詳　細 期　限

亡くなられた方が福祉タクシー券を利用していた場合、受給
資格は死亡日をもって喪失します。未使用分の福祉タクシー券
があれば返却してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方の未使用分の福祉タクシー券 障害福祉課 在宅福祉係
☎ 03-3228-8953

手続き場所

区役所３階 ５番窓口 障害福祉課 在宅福祉係、すこやか障害者相談支援事業所

手続き 未使用分の福祉ガソリン券の返却
詳　細 期　限

亡くなられた方が福祉ガソリン券を利用していた場合、受給
資格は死亡日をもって喪失します。未使用分の福祉ガソリン券
があれば返却してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方の未使用分の福祉ガソリン券 障害福祉課 在宅福祉係
☎ 03-3228-8953

手続き場所

区役所３階 ５番窓口 障害福祉課 在宅福祉係、すこやか障害者相談支援事業所

福祉タクシー券を利用していたH

福祉ガソリン券を利用していたI
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障害福祉に関する手続き

手続き 地域生活支援サービス受給者証の支給決定保護者の変更または返却
詳　細 期　限

亡くなられた方が地域生活支援サービスを受給していた場合、
地域生活支援サービス受給者証の返却または保護者変更の手続き
が必要です。また、受給している児童が亡くなられた場合に
は地域生活支援サービス受給者証を返却してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方の地域生活支援サービス受給者証 障害福祉課 在宅福祉係
☎ 03-3228-8953

手続き場所

区役所３階５番窓口 障害福祉課 在宅福祉係、すこやか障害者相談支援事業所

手続き 障害福祉サービス受給者証の返却
詳　細 期　限

亡くなられた方が障害福祉サービスを受給していた場合は、
障害福祉サービス受給者証を返却してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方の障害福祉サービス受給者証 障害福祉課 認定給付係
☎ 03-3228-8916

手続き場所

区役所３階 ５番窓口 障害福祉課 認定給付係、すこやか障害者相談支援事業所

地域生活支援サービスを利用していたK

障害福祉サービスを利用していたJ
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障害福祉に関する手続き

手続き 未払い手当の受給手続き、受給者の変更手続き
詳　細 期　限

受給者が亡くなられたときに必要な手続きです。

死亡日の属する月まで手当を支給します。
受給者が亡くなられた日の
翌日から 15日以内

手続き可能な人

受給者が亡くなられた後、
新たに手当の受給者となる方

必要なもの 問合せ先

状況に応じて提出書類が異なりますので、事前にご相談
ください。

子育て支援課 児童手当係
☎ 03-3228-8952

手続き場所

区役所３階 子育て支援課 子ども総合窓口

特別児童扶養手当を受給していたL
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手続き 未払い手当の受給手続き、受給者変更手続き
詳　細 期　限

受給者が亡くなられたときに必要な手続きです。

死亡日の属する月まで手当を支給します。
受給者が亡くなられた日の
翌日から 15日以内

手続き可能な人

受給者が亡くなられた後、
新たに手当の受給者となる方

必要なもの 問合せ先

状況に応じて提出書類が異なりますので、事前にご相談
ください。

子育て支援課 子ども総合窓口
☎ 03-3228-5484

手続き場所

区役所３階 子育て支援課 子ども総合窓口、地域事務所

※電子申請可　 ※未払いの児童手当がある場合は区役所３階  子ども総合窓口のみ手続き可

手続き 未払い手当の受給手続き、受給者の変更手続き
詳　細 期　限

受給者が亡くなられたときに必要な手続きです。

死亡日の属する月まで手当を支給します。
受給者が亡くなられた日の
翌日から 15日以内

手続き可能な人

受給者が亡くなられた後、
新たに手当の受給者となる方

必要なもの 問合せ先

状況に応じて提出書類が異なりますので、事前にご相談
ください。

子育て支援課 児童手当係
☎ 03-3228-8952

手続き場所

区役所３階 子育て支援課 子ども総合窓口

児童手当を受給していたA

ひとり親等手当（児童扶養手当・児童育成手当）を受給していたB

子どもに関する手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

区
役
所
外
で
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て



33 34

子どもに関する手続き

手続き 医療証の返却または破棄、資格消滅の手続き
詳　細 期　限

子ども医療証（ 乳・子・青 ）を交付していた児童が亡くなられた
時に必要な手続きです。その児童の医療証は死亡日をもって
資格消滅となりますので、返却または破棄してください。

なし

手続き可能な人

児童の保護者

必要なもの 問合せ先

□ 子ども医療証（ 乳・子・青 ）

□ 手続きを行う方の本人確認書類

子育て支援課 子ども総合窓口
☎ 03-3228-3253

手続き場所

区役所３階 子育て支援課 子ども総合窓口、地域事務所、すこやか福祉センター

手続き 医療証の返却または破棄、資格消滅の手続き
詳　細 期　限

ひとり親家庭等医療証（ 親 ）の交付を受けていた方が亡くな
られた時に必要な手続きです。受給者または児童の医療証は
死亡日をもって資格消滅となりますので、返却または破棄して
ください。

なし

手続き可能な人

親族

必要なもの 問合せ先

□ ひとり親家庭等医療証（ 親 ）

□ 手続きを行う方の本人確認書類

子育て支援課 子ども医療助成係
☎ 03-3228-5623

手続き場所

区役所３階 子育て支援課 子ども総合窓口

子ども医療証（ 乳 ・ 子 ・ 青 ）の交付を受けていたC

ひとり親家庭等医療証（ 親 ）の交付を受けていたD
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手続き 医療券・医療受給者証の返却または破棄、資格消滅の手続き
詳　細 期　限

医療券・医療受給者証を交付していた児童が亡くなられた時に
必要な手続きです。その児童の医療券・医療受給者証は死亡日
をもって資格消滅となりますので、返却または破棄してくだ
さい。

なし

手続き可能な人

児童の保護者

必要なもの 問合せ先

□ 医療券・医療受給者証

□ 手続きを行う方の本人確認書類

子育て支援課 子ども総合窓口
☎ 03-3228-3253

手続き場所

区役所３階 子育て支援課 子ども総合窓口、すこやか福祉センター

養育医療券、自立支援医療（育成医療）受給者証、
小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されていた

E

MEMO  

子どもに関する手続き
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その他に関する手続き

手続き パートナーシップ宣誓書受領証・パートナーシップ公正証書等受領証
の返還

詳　細 期　限

亡くなられた方とパートナーシップ宣誓をしていた場合は、受
領証の返還が必要になります。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

亡くなられた方とパートナー
シップ宣誓をしていた方

必要なもの 問合せ先

□ パートナーシップ宣誓書受領証

□ パートナーシップ公正証書等受領証

□ 本人確認書類

企画課
平和・人権・男女共同参画係
☎ 03-3228-8229

手続き場所

区役所７階 企画課 平和・人権・男女共同参画係

中野区パートナーシップ宣誓をしていたA

手続き シルバーパスの返却（払い戻しの手続き）
詳　細 期　限

20,510 円または 10,255 円で購入した方は、未使用月分の払い
戻しを受けることができる場合があります。

なし（できるだけ速やかに）

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問合せ先

□ 亡くなられた方のシルバーパス

□ 亡くなられた方の死亡診断書の写し
　（難しい場合は死亡がわかる書類）

□ 手続きを行う方の本人確認書類

□ 手続きを行う方の印鑑

東京バス協会
☎ 03-5308-6950

手続き場所

シルバーパス発行窓口（各バス会社の案内所）

シルバーパスを持っていたB 区役所外手続き
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その他に関する手続き

手続き 一時的に発生した多量のごみ・資源の処分
詳　細 期　限

遺品整理などで一時的に多量のごみ・資源が発生した場合は、
ご相談ください。

なし
手続き可能な人

基本的に親族または
同居者の方

必要なもの 問合せ先

なし 清掃事務所
☎ 03-3387-5353

ごみゼロ推進課
☎ 03-3228-5555

手続き場所

一時的に発生した多量のごみ・資源を処分したいC

手続き 所有者変更の手続き
詳　細 期　限

犬の飼い主（所有者）が亡くなられた場合、飼い主などの変
更届が必要となります。

死亡日から 30日以内
手続き可能な人

新しく飼い主（所有者）になる方
必要なもの 問合せ先

●鑑札で犬の登録をしている場合
　鑑札をお持ちいただき、窓口へお越しください。
　�鑑札を紛失した場合、再発行（手数料１，６００円）が
可能です。
　※鑑札番号がわかると円滑にお手続きができます。

●マイクロチップで犬の登録をしている場合
　環境省のサイトから情報の変更登録をしてください。
　※窓口への来所は不要です。
●�中野区への登録方法が不明な場合や、登録をしている
かわからない場合衛生環境係へお問合せください。

生活衛生課 衛生環境係
保健所 2 階
中野区中野 2-17-4
☎ 03-3382-6662

手続き場所

犬を飼っている方D
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その他に関する手続き

手続き 空き家のワンストップ相談窓口への相談
詳　細 期　限

空き家の管理・処分・相続などについて、相談できる東京都
のワンストップ相談窓口です。

相談者の状況に応じた専門家・事業者を紹介します。

なし
手続き可能な人

空き家の所有者や管理者

必要なもの 問合せ先

なし 東京都空き家ワンストップ相談
窓口　
☎ 0120-776-735

手続き場所

実家が空き家になったE 区役所外手続き

手続き 家財整理相談窓口への相談
詳　細 期　限

家財整理（遺品整理、生前整理、空家整理）に関するご相談
ができます。

〇最寄りの地域の優良遺品整理事業者を紹介します。

〇見積りは無料です。

〇ホームページからも相談できます。

　「家財整理相談窓口」で検索（HP）kazaiseiri-soudan.org

なし

手続き可能な人

親族
賃貸住宅管理会社
賃貸住宅オーナー
ケアマネージャー　など

必要なもの 問合せ先

なし 一般社団法人 家財整理相談窓口　
☎ 0120-012-620

手続き場所

家財整理をしたいF 区役所外手続き
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専門相談窓口のご案内

　専門の相談員との面談による各種の相談を事前予約制で実施しています。相談時間はお
一人 25 分以内で、相談は無料です。秘密は厳守します。
　詳細は中野区ホームページでご確認ください。

●利用できる方
　中野区在住の方

●相談場所
　区役所 4 階 専門相談室

●相談のお休み
　専門相談は、祝日、休日と年末年始（12 月 20 日から 1 月 10 日まで）は実施しません。

●申込方法
	 １.	 電話予約
		  電話予約は次の番号から予約ができます。
		   ☎ 03-3228-8802（区民相談係）
		  電話予約は、相談日の 1 週間前の同一曜日（午前 9 時）から先着順に受け付けます。
		�  ただし、受付開始日が祝日・休日の場合は、その翌営業日（平日）の午前 9 時から

受け付けます。
	 ２.	 Web 予約
		  HP の各専用予約フォームから Web 予約ができます。
		�  Web 予約は、相談日の 1 週間前の同一曜日（午前 0 時）から 

相談日前日（午後 11 時 59 分）まで、先着順に受け付けます。

【問合せ先】
区民サービス課 区民相談係（区役所 4 階　☎ 03-3228-8802）
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専門相談窓口のご案内

相談名
実施日

祝日、休日、年末年始
（12/20 〜 1/10）

を除く

予約枠
（各回 25 分） 定員 相談内容

法律相談
※�お 1 人さま 

1 年に 1 回

・�月曜日 
（第 3 日曜日の

翌日を除く）
・水曜日
・第 3 日曜日

【電話予約】
① 13：00 〜
② 13：30 〜
③ 14：00 〜
④ 14：30 〜
⑤ 15：00 〜
⑥ 15：30 〜

【Web 予約】
① 13：00 〜
② 13：30 〜
③ 14：00 〜
④ 14：30 〜
⑤ 15：00 〜
⑥ 15：30 〜

各実施日
12 人 / 回

相続や土地・建物、金銭貸借な
ど日常生活における法律問題に
関する相談を弁護士がお受けし
ます。
※�係争中の事案やすでに弁護士

に依頼済みの案件はお受けで
きません。

税務相談
第 1 火曜日
※ �12 月のみ 

第 2 木曜日

相続税、贈与税、所得税、事業
税などに関する相談を税理士が
お受けします。

相続登記
手続相談

第 4 木曜日
※ �12 月のみ 

第 2 木曜日

現在または将来の不動産の相続
登記手続きに関する相談を司法
書士がお受けします。

不動産相談
・第 1 金曜日
・�第 3、第 4 

火曜日

【電話予約】
① 13：00 〜
② 14：00 〜
③ 15：00 〜

【Web 予約】
① 13：30 〜
② 14：30 〜
③ 15：30 〜

各実施日
6 人 / 回

不動産の売買や賃貸借、更新な
どに関する相談を宅地建物取引
士がお受けします。

登記・
境界相談

第 2 火曜日

不動産の相続、売買、贈与等の
各種登記手続きに関する相談を
司法書士がお受けします。

建物の新築・取壊し、土地の境
界・分筆に関する相談を土地家
屋調査士がお受けします。

社会保険・
労務管理相談

第 3 金曜日

年金、健康保険、雇用保険、労
災保険、労働問題などに関する
相談を社会保険労務士がお受け
します。

暮らしの
手続と
書類の相談

第 3 金曜日

契約書、内容証明書、相続、遺言、
外国人のビザ等の書類の作成方
法や行政機関へ提出する書類の
手続き方法

（税金・登記・社会保険を除く）
に関する相談を行政書士がお受
けします。
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ご遺族の方のための各種相談

大切な人を亡くすということは、とてもつらく悲しい出来事です。
そのことにより、残されたご遺族の方にはこころやからだなどにさまざまな変化や影響が出る
といわれています。その悲しみや苦しみを消すことはできませんが、つらいことや困っている
ことを相談したり、今の「思い」を話せたりする場所をご案内します。

こころの健康に関する相談

●各すこやか福祉センター（開設時間、所在地、担当地域については 43 ページ）

管轄のすこやか福祉センターへご相談ください。
中部すこやか福祉センター　☎ 03-3367-7788
北部すこやか福祉センター　☎ 03-3389-4321
南部すこやか福祉センター　☎ 03-3380-5551
鷺宮すこやか福祉センター　☎ 03-3336-7111

●東京都立中部総合精神保健福祉センター
☎ 03-3302-7711（平日午前 9 時～午後 5 時）

●東京都夜間こころの電話相談
☎ 03-5155-5028（毎日午後 5 時～ 10 時 [ 受付は 9 時 30 分まで ]　）

流産・死産を経験された方のご相談

母子手帳の返還は不要です。その他、出産・子育ての経済的支援に関する申請のお手続き
ができます。

●各すこやか福祉センター　（開設時間、所在地、担当地域については 43 ページ）

※お電話番号は、上記項目をご参照ください。

●東京都　不妊・不育ホットライン 
☎ 03-6407-8270（毎週火曜日　午前 10 時から午後 7 時まで（祝日及び年末年始を除く）、
毎月 1 回土曜日　午前 10 時から午後 4 時まで）

● 東京都　赤ちゃんを亡くされたご家族のための電話相談
☎ 03-5320-4388（毎週金曜日　午前１０時から午後４時まで（休日及び年末年始を除く））
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ご遺族の方のための各種相談

MEMO  

大切な人を自死で亡くされた方

●NPO 法人全国自死遺族総合支援センター 自死遺族相談ダイヤル 
☎ 03-3261-4350（毎週木・日曜日午前 12 時～午後 6 時）

●NPO法人グリーフケア・サポートプラザ自死遺族傾聴電話 
☎ 03-3796-5453（毎週火・木・土曜日午前 11 時～午後 5 時）

● 手紙による相談（自死・自殺に向き合う僧侶の会）
郵送先　〒 108 - 0073　港区三田４－８－２０　往復書簡事務局宛

※「気持ちや想いを分かち合う場（遺族の集い）」について、
　区ホームページでご紹介していますので、そちらもご覧ください。

犯罪被害に遭った方またはご家族等が犯罪被害に遭った方

●中野区犯罪被害者等相談支援窓口
犯罪被害などにより生じた不安や問題などのお話を伺い、必要な情報を提供しながら
支援していきます。おひとりで不安な場合、警察、病院、裁判所などに同行もします。
遺族支援金などの経済的支援や家事・育児などの日常生活を支援する事業、法律相談の
費用助成事業などもあります。
まずは相談支援窓口に電話、電子メール、ファクシミリまたは直接ご相談ください。

【問合せ先】福祉推進課犯罪被害者等相談支援窓口（区役所 4 階）
☎ 03-3228-5713　FAX 03-3228-5662
　 hanzaihigaishasien@city.tokyo-nakano.lg.jp
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中野区役所・手続き窓口施設のご案内

中野区役所

〒 164-8501 中野区中野４－１１－１９
☎ ０３－３３８９－１１１１（代表）

開庁日：
月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）

開庁時間：
午前 8 時 30 分～午後５時

　　　　　　　　　　　　　   ▲中野区ホームページ

●延長窓口と休日窓口のご案内�
毎週火曜日は、午後 8 時まで一部窓口を延長しています。
また、毎週日曜日は午前9時～午後4時に一部窓口を開設しています。
※ 国民健康保険料、住民税などの窓口は、第 3 日曜のみで事前予約が

必要です。

すこやか福祉センター

受付日：月～土曜日（祝日・年末年始を除く）
受付時間：午前 8 時 30 分～午後５時
すこやか福祉センターの担当地域は、区ホームページに掲載しています。

至新宿→

スマイルなかの
中野
ブロードウェイ

サンモール
商店街

中野駅

北口

南口

中
野
通
り

早稲田通り
中野都税事務所中野都税事務所中野都税事務所

NTTドコモビル

中野中野
サンプラザサンプラザ
中野
サンプラザ

中野区役所中野区役所中野区役所

中野中学校中野中学校中野中学校

中野中野
四季の森公園四季の森公園

JR中央線

中野
四季の森公園

中野税務署
（住友不動産中野駅前ビル内）

●中部すこやか福祉センター
〒 164-0011 中野区中央３－１９－１
☎ ０３－３３６７－７７８８

●南部すこやか福祉センター
〒 164-0013 中野区弥生町５－１１－２６

（みなみらいず内）
☎ ０３－３３８０－５５５１

●北部すこやか福祉センター
〒 165-0022 中野区江古田４－３１－１０
☎ ０３－３３８９－４３２１

●鷺宮すこやか福祉センター
〒 165-0033 中野区若宮３－５８－１０
☎ ０３－３３３６－７１１１

※ 再開発工事に伴い、中野駅周辺の道路
は通行止めや交通規制が行われている
可能性があります。
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中野区役所・手続き窓口施設のご案内

地域事務所

受付日：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
受付時間：午前 8 時 30 分～午後５時

野方消防署野方消防署

野方地域事務所 
（野方区民活動センターと併設）

野方駅

新青梅街道新青梅街道新青梅街道 丸山陸橋

北原小学校
西武新宿線西武新宿線 至西武新宿→

野方駅バス停野方駅バス停

交番交番

北
原
通
り

北
原
通
り

野方消防署

交番

野方駅バス停 野方図書館

妙正寺川

中野
工科高校

西武新宿線

北
原
通
り

環
七

大江戸線新江古田駅大江戸線新江古田駅大江戸線新江古田駅

江原小学校江原小学校江原小学校

江江
 古 古
   田   田
     川     川

江古田小学校江古田小学校江古田小学校

第七中学校第七中学校第七中学校
江古田図書館江古田図書館江古田図書館新青梅街道新青梅街道新青梅街道

野方消防署野方消防署
江古田出張所江古田出張所
野方消防署
江古田出張所

江古田3丁目バス停江古田3丁目バス停江古田3丁目バス停

江古田区民活動江古田区民活動
センターバス停センターバス停

コロニー中野コロニー中野 スーパー
江古田地域事務所江古田地域事務所
（江古田区民活動センターと併設）（江古田区民活動センターと併設）

目白通り目白通り目白通り

江古田地域事務所
（江古田区民活動センターと併設）

江
 古
   田
     川

コロニー中野

江古田区民活動
センターバス停

江
古
田
通
り

江
古
田
通
り

江
古
田
通
り

鷺宮地域事務所 鷺宮地域事務所 
（鷺宮区民活動（鷺宮区民活動
センターと併設）センターと併設）

鷺ノ宮駅

旧鷺宮小学校

至西武新宿→

至環七→

鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

交番

鷺の杜小学校

妙正寺川

西武新宿線西武新宿線西武新宿線

新青梅街道新青梅街道新青梅街道

中
杉
通
り
鷺宮図書館鷺宮図書館
（４～６F）（４～６F）
鷺宮図書館
（４～６F）

鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

鷺宮地域事務所 
（鷺宮区民活動
センターと併設）

●江古田地域事務所
〒165-0023　江原町２-３-１５
☎ ０３－３９５４－６８１２

●鷺宮地域事務所
〒165-0032　鷺宮３-２２-５
☎ ０３－３３３０－４１１２

●野方地域事務所
〒165-0027　野方５-３-１
☎ ０３－３３３０－４２０１

←至中野駅

東中野2丁目バス停
宮下交差点バス停

至新宿→

東部地域事務所
（東部区民活動センター・
宮園高齢者会館と併設）

交番

JR線

大久保通り大久保通り大久保通り
塔山小学校塔山小学校塔山小学校

大江戸線中野坂上駅

丸ノ内線中野坂上駅

中野東中学校中野東中学校中野東中学校

東中野駅

山
手
通
り

中野消防署中野消防署
宮園出張所宮園出張所宝仙寺 中野消防署
宮園出張所

青梅街道

神田川
↑至中野駅

至新宿→

富士高校
バス停

本郷通り本郷通り
中野富士見町駅中野富士見町駅

南中野地域事務所
（みなみらいず内）

本郷通り
都立富士高・附属中都立富士高・附属中都立富士高・附属中

方南通り方南通り方南通り

中野富士見町駅

弥生公園弥生公園弥生公園 交番

南台南中野区民活動センター

みなみの小みなみの小みなみの小
中
野
通
り

●南中野地域事務所
〒164-0013　弥生町５-１１-２６
☎ ０３－３３８２－１４５７

●東部地域事務所
〒164-0011　中央２-１８-２１
☎ ０３－３３６３－０７５２
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該当事項 ✓ 主な手続き 問合せ先

国税関係 □
相続税手続き
所得税・消費税申告手続き

中野税務署
（中野区中野2-24-11

住友不動産中野駅前ビル6階）
☎ 03-3387-8111

（左記手続に関する一般的
なご相談は音声ガイダンスに

従い「1」を選択）

都税関係 □ 固定資産税手続き
東京都中野都税事務所
（中野区中野4-6-15）

☎ 03-3386-1111

恩給を受給していた □
総務省政策統括

（恩給担当）へ
お問い合わせください。

総務省恩給相談専用電話 
☎ 03-5273-1400

預貯金口座など □ 口座凍結解除の手続き 各金融機関

生命保険など □
死亡保険金の請求、
入院給付金の請求など

加入していた生命保険会社
または代理店

損害保険など □ 名義変更、解約など
加入していた損害保険会社

または代理店

不動産登記 □
土地・家屋などの所有者
移転（相続）登記など

東京法務局中野出張所
☎ 03-3389-3379

クレジットカード □ 解約

各契約会社

固定電話、携帯電話 □ 契約継承、解約

□

区役所外での主な手続きチェックリスト
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区役所外での主な手続きチェックリスト

該当事項 ✓ 主な手続き 問合せ先

インターネット □

名義変更、解約

各契約会社電気・ガス □

ケーブルテレビ □

上・下水道 □
水道局お客さまセンター

（23 区）
☎ 03-5326-1101

NHK 受信料 □ ☎ 0120-222-000

※手続きに必要な書類の中には、区役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が必要と
なる場合があります。各契約会社などにお問い合わせいただいてから、区役所にお越しいただくと
手続きが進めやすくなります。

□

１新しい改葬先を確保
改葬先の管理者から下記の書類を受け取ります。

・受入証明書　・永代使用許可書

２埋葬証明書を取得
現在、埋葬されている墓地の管理者から、埋葬
証明書を受け取ります。

３改葬許可証の受け取り
別の墓や納骨堂等に遺骨を移す際に必要な手続きです。
※散骨や手元供養の場合は不要なことが多いですが、念のため

事前に確認しておきましょう。

▼必要書類
改葬許可申請書、新しく埋葬する墓地の使用許可
書、現在埋葬されている墓地管理者発行の埋葬
証明書、墓地使用者の承諾書（墓地使用者以外
の方が申請する場合）

▼提出先（受取先）
現在埋葬されている墓地のある区市町村に必要書類
を提出し、改葬の申請を行って改葬許可証を受け取
ります。

▼問合せ先
改葬許可申請をする現在埋葬されて
いる区市町村へ。

【中野区の問合せ先】
戸籍住民課 戸籍係　☎ 03-3228-5503

４遺骨の取り出し（魂抜き）
住職などにお経を上げてもらって遺骨を取り出し
ます。遺骨の取り出しは石材店にお願いするため、
事前にどこにお願いするか決めておきます。

５納骨、魂入れ
改葬先に改葬許可証を提出し、納骨を行います。
※手元供養や散骨の場合は異なります。

改葬・墓じまいの手続きについて

▲中野区ホームページ
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✓ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本等が必要な場合が
あります。役所の窓口で「相続に使用するため出
生から死亡までの戸籍謄本等が必要です」とお
申出ください。詳細は、11ページをの案内をご覧
ください。

□ 遺言書の調査

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問合せすることで、相続財産のほとんど
を知ることができます。また、自宅以外の不動産
を所有している場合は、都税事務所で「名寄帳」
を取得することで、課税対象の不動産のすべてを
知ることができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ
提出するための遺産分割協議書の作成が必要と
なります。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ
の申述が必要となります。申述書の作成など必要な
対応があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに
確定した所得金額及び税額を計算して、相続の
開始があったことを知った日の翌日から４ヶ月以内
に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

□

相続に関する手続きチェックリスト
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として「法定相続情報証明制度」があります。

本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の

預金の払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人の負担を軽減するこ

とができます。概要については 50 ページをご覧ください。

家系図 （３親等内の親族）
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故人の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

平成29年5月29日から、全国の登記所（法務局）において、
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

　この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について

東京法務局中野出張所　☎ 03-3389-3379
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